
令和７年４月１日以後開始事業年度等分 

内国法人用 

 

 

【№83】28欄の金額の換算レートは、特

定外国関係会社又は対象外国関係会社

の事業年度終了の日の翌日から４月を

経過する日における電信売買相場の仲

値を適用していますか（自社の同日を含

む当事業年度終了の日における電信売

買相場の仲値を適用している場合、継続

適用していますか。）。 

【№４】前事業年度からの繰越額は、前

事業年度の申告書の金額と一致していま

すか。 

【№３】当事業年度に適用される

別表を使用していますか。 

【№82】24欄の金額は、２欄の事業年度中

に確定した法人所得税の額を記載してい

ますか（２欄の事業年度の所得に対する法

人所得税の額を記載していませんか。）。 


